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学生、生徒、園児、教職員の皆様へ 

  

武庫川学院感染症対策本部 

本部長 大河原 量 

  

すでに、「新型コロナウイルス感染症に関する対応について【第 2報】（2月15日付）」をお伝えしましたが、

その後の状況の変化に伴い、内容を更新しました。以下の対応を追加します。 

  

１．卒業式、入学式の中止について（新規） 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、武庫川女子大学・武庫川女子大学短期大学部の令和元

年度卒業式（3月 20、21日）と令和 2年度の入学式（4月 3日）を中止とします。 

 卒業式、入学式はご本人、ご家族にとって、かけがえのない行事ですが、新型コロナウイルスの感染が

拡大する中、学生、ご家族、教職員の健康を守り、感染拡大を防ぐという観点から、参加者が一堂に会す

る卒業式、入学式は中止することにしました。 

中止にあたり、卒業、入学の学生を対象に、以下の対応を検討しています。 

卒業生は、卒業式予定日（短期大学部 3 月 20 日、大学 3 月 21 日）に、クラスごとに教室に集まり、担任

教員から卒業証書を授与されます。入学式についても同様に、入学生全員が一堂に集まることがないよ

うにします。 

 また、大学院、専攻科、附属中学・高等学校、附属幼稚園、附属保育園の卒業（園）式、入学（園）式も同

様に、中止とします。 

  

２．謝恩会、卒業記念パーティーについて（新規） 

  謝恩会、卒業記念パーティーについても同様に、中止を強く要請します。中止に伴ってキャンセル料が

発生する場合は、大学が会場のホテル等に対応し、卒業生に負担をかけないようにします。 



 ３．イベント・シンポジウム等について（新規） 

 不特定多数が参加する本学主催のイベント、シンポジウム等は、現時点では 4 月末まで、原則として中

止とします。 

また、学内開催を予定しているもので、本学が主催でないイベント、シンポジウム等については、その人

数にかかわらず、中止とします。 

 

 ４．海外渡航について（更新） 

【学生の場合】 

「危険度レベル１」以下の国についても、渡航の取りやめを強く要請します。これは、感染予防だけでなく、

来訪先でのトラブルの危険を回避することも考慮しました。 

【教職員の場合】 

原則として、渡航の取りやめを要請します。ただし、学会でのメインスピーカーなど、本人が行かなければ

会が成り立たないもの（参加の必要性）、渡航が 3、4月でなければいけない場合（延期の可能性）の 2点

を判断基準として、その渡航の諾否を感染症対策本部が審査します。 

※渡航した場合、帰国後は 2 週間の自宅待機、朝夕 2 回の検温を義務付けます。もし、何か体調に異常

があれば、健康サポートセンターに連絡してください。 

  

５．公認団体（部活動等）としての活動について（新規） 

 学内の施設以外での活動は認めません。外部での合宿は取りやめます。また、学内であっても、不特定

多数の参加が見込まれるものは中止とします。 

ただし、スポーツの公式戦などへの参加については、その主催者の判断にゆだねます。参加者が感染リ

スクを理解した上で、感染対策を徹底することを条件に、試合参加を求めます。 

  

６．教職員の会議と通勤について（新規） 

 大人数（40 人を基準とする）が集まる会議はできるだけ取りやめ、メール、SNS、チャット等の ICT を活用

し、別のコミュニケーション手段を考えるようにしてください。なお、会議を開かざるを得ない場合は、なる

べく広い部屋で、座席の間隔を空けて、可能な限り頻回に換気を行い、短時間で終える工夫をして、感染

対策の徹底に努めてください。また、体調に不安のある人は、会議前に会議の主催者に相談してください。 



また、3月 2日から 3月 31日までの間、公共交通機関利用者には、勤務時間をずらす時差出勤を推進し

ます。 

 以上 

  

上記の対応を含め、今後、学院から発信する新しい情報につきましては、随時 info@MUSES、mcom、文

書等でお知らせしますので、ご確認ください。 

また、新型コロナウイルス感染症に関する状況は時々刻々と変化しています。各省庁等のホームページ

を確認してください。 

 


